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交際費課税における飲食費の取扱い

～河野会計事務所からのお知らせ～
今月から定額減税がスタートします。

住民税は６月分は徴収せず、７月分以降は各自

治体から定額減税「後」の税額が記載された通

知書をもとに徴収納付します。なお、均等割の

みの方は定額減税対象外です。

所得税は6/1以降給与等の支払いの都度（控除

する減税額がなくなるまで）減税手続きを行っ

てください。

令和６年度税制改正により、交際費等の範囲から除かれる飲食費の金額基準が１人当たり１万

円以下に引上げられ、開始事業年度に関係なく本年４月以後に支出する飲食費から適用されてい

ます。

◆交際費等に該当しない飲食費は

税法上、法人が取引先等に対する接待、供応、慰安、贈答などのために支出する費用は交際費

等に該当し、原則として損金不算入とされています。

ただし、飲食その他これに類する行為のために要する費用（専らその法人の役員もしくは従業

員等に対する接待等のために支出する社内飲食費を除く）で、その支出する金額が１人当たり１

万円以下（改正前は５千円以下）であるものは交際費等から除かれ、全額損金算入となります。

この１万円以下の判定は税込経理であれば消費税込みの金額、税抜経理であれば消費税抜きの金

額により判定します。

なお、この規定は一定事項（飲食等の年月日、参加者の氏名及びその関係、飲食店等の名称及

び所在地など）を記載した書類の保存が要件となります。

◆交際費等に係る損金算入の特例

支出した飲食費が１人当たり１万円を超えた場合は、全額が交際費等に該当することになりま

すが、損金不算入額の計算に当たっては、①中小法人に係る損金算入の特例や、②接待飲食費に

係る損金算入の特例があります。

①は資本金１億円以下の中小法人が支出した交際費等を年８００万円まで全額損金算入できる

特例となり、②は資本金１００億円以下の法人が支出した接待飲食費の５０％を損金算入できる

特例となります（中小法人は①又は②を選択可能）。

「代表取締役等住所非表示措置」の創設

商業登記規則等の改正により、登記事項証明書等に株式会社の代

表取締役等の住所を一部表示しないことができる「代表取締役等住

所非表示措置」が本年１０月から施行されます。

これは、代表取締役等のプライバシー保護を図る措置で、代表取

締役等の住所が登記される登記申請（代表取締役等の就任や住所移

転など）と併せて本措置を希望する申出を行うことで、住所の表示

を最小行政区画（市区町村）までにできます（法律上の利害関係が

ある者は住所を確認可能）。

なお、本措置により登記事項証明書等で代表者の住所を証明でき

なくなるため、融資や取引で不都合が生じる場合があることに留意

します。
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中小企業向け賃上げ促進税制の拡充

今年度税制改正で「賃上げ促進税制」が拡充さ

れ、中小企業向け制度は繰越控除措置の創設など

が行われました（本年４月以後開始事業年度から

適用）。

◆上乗せ措置を新設し、最大４５％の税額控除

中小企業向け賃上げ促進税制（資本金１億円以

下の中小企業者等が対象）は、全ての国内雇用者

に対する給与等支給額を前年度比１.５％以上増加

させた場合に増加額の１５％を法人税（個人事業

主は所得税）から税額控除でき、前年度比２.５％

以上増加させた場合は３０％の税額控除となりま

す。

改正により、教育訓練費に係る上乗せ措置の要

件が緩和され、教育訓練費を前年度比５％以上増

加させた場合は控除率を１０％上乗せします。

さらに、仕事と子育ての両立支援に取り組む企

業に対する「くるみん」認定や、女性活躍支援に

取り組む企業の「えるぼし」認定を受けている場

合に、控除率を５％上乗せする措置が新設されま

した。

◆控除しきれない金額は５年間繰越しが可能に

上記により、最大で給与等支給増加額の４５％

を税額控除できるようになります（控除額は当期

の法人税額又は所得税額の２０％が上限）。

また、繰越控除措置が創設され、本制度の適用

要件を満たす賃上げを実施した年度に控除しきれ

なかった金額を最長５年間繰越すことが可能にな

りました。これにより、赤字で法人税額が０円の

場合や、控除額が控除上限を超える場合などに未

控除額を翌年度以降に繰越すことができます。

なお、繰越税額控除を適用する事業年度におい

て、全雇用者の給与等支給額が前年度より増加し

ていることが必要となります。

手形等を下請代金とする場合の指導基準変更

長期の手形等が下請事業者の資金繰りの負担と

なっていることなどを踏まえ、本年１１月から下

請法上の運用を見直し、交付から満期日までの期

間の基準（指導基準）が業種を問わず「６０日」

に短縮されることになりました。

具体的には、本年１１月以降に親事業者が６０

日を超える手形や電子記録債権、一括決済方式を

下請代金の支払手段として用いた場合は、下請法

上の「割引困難な手形」等に該当するおそれがあ

るとして指導の対象となります。

住宅ローン減税の「子育て・若者夫婦世帯」

住宅ローン減税（住宅ローンを利用して住宅の

取得等をした場合に年末ローン残高の０.７％を所

得税から最大１３年間控除）は令和６年度税制改

正において、子育て世帯・若者夫婦世帯が新築住

宅等に本年入居する場合、借入限度額を令和４・

５年入居の水準（認定住宅：５千万円、ＺＥＨ住

宅：４５００万円、省エネ住宅：４千万円）とす

る措置が講じられました（令和７年も同様の措置

を検討）。

子育て世帯・若者夫婦世帯とは、①１９歳未満

の扶養親族を有する世帯、又は②本人もしくは配

偶者が４０歳未満の世帯をいい、該当するか否か

は本年１２月末時点（扶養親族又は配偶者が年の

中途に亡くなった場合はその時点）の現況により

ます。

個人住民税の定額減税に係るＱ＆Ａ

令和６年度分の個人住民税における定額減税

（本人及び配偶者を含めた扶養親族の人数×１万

円）については、給与所得に係る特別徴収の場合、

地方公共団体から届く税額通知書に基づき実施し

ます

Ｑ．ふるさと納税の控除上限額に影響はある？

Ａ．ふるさと納税の特例控除額の上限額は、定額

減税前の税額で算定されるため、影響はありませ

ん。

5月以降の国税納付書の事前送付について

国税庁はキャッシュレス納付の利用拡大に向

けた取組みの一環として、＊ｅ－Ｔａｘにより

申告書を提出している法人、＊ｅ－Ｔａｘで

「予定納税額の通知書」の通知を希望した個人、

＊納付書を使用しない手段（ダイレクト納付や

振替納税など）により納付している法人・個人

に対して、納付書の事前送付を本年５月以降の

送付分から取りやめるとしています。

ただし、源泉所得税の納付書や消費税の中間

申告書兼納付書については、引き続き送付予定

です。



取得価額に
算入する

埋立て、地盛り、地ならし、切土、防壁工事その他土地の造成又は改良のために要した費用の額

土地、建物等の取得に際し、当該土地、建物等の使用者等に支払う立退料その他立退きのために要し
た額

建物等の存する土地を建物等とともに取得した場合又は自己の有する土地の上に存する借地人の建物
等を取得した場合において、その取得後おおむね１年以内に当該建物等の取壊しに着手する等、当初
からその建物等を取り壊して土地を利用する目的であることが明らかであると認められるときは、当
該建物等の取壊しの時における帳簿価額及び取壊費用の合計額
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貸借対照表各論

～固定資産②～総合福祉

◆基本財産と基本金の関係

基本財産は、定款において基本財産として定められた固定資産をいいます。基本財産は、法人存立の基

礎となるものであるため、これを処分し、又は担保に供する場合には、社会福祉法第30条に規定する所轄

庁の承認を受けなければならない旨を定款に明記することが審査基準で求められています。

社会福祉法人の会計で混同されやすい論点の一つに基本財産と基本金の関係があります。基本財産は定

款で定められた固定資産、一方で基本金は会計基準省令第６条第１項で社会福祉法人が事業開始等に当た

って財源として受け入れた寄附金とあるため、例えば、事業開始等に当たり寄附受けした固定資産がある

場合、事業に必要な固定資産を基本財産として定款に定めるとともに、その財源が寄附金であることから

基本金が計上されることになります。施設の創設及び増築分に係る寄附であれば、（基本金＝基本財産）

となりますが、施設の更新等に係る寄附であれば、基本金の対象とならないため（基本金≠基本財産）と

なります。また、例えば新しい施設のために寄附金を受領したが、定款に基本財産として定めのない資産

の取得に使用された場合も（基本金≠基本財産）となります。

つまり、寄附金を財源として固定資産を取得した場合でも、基本金や基本財産が計上されない場合があ

ることには留意が必要です。

▼寄附金を財源に施設整備等を行うケースについて大凡の整理をすると以下のようになると考えられ

ます。

◆土地（基本財産）

基本財産に帰属する土地は、社会福祉法人の事業の基礎となる資産です。社会福祉法人は、行政より土

地の無償貸与等を受けている例も多く見られますが、ここでは法人が自己所有の土地を取得した場合を前

提に説明します。社会福祉法人が土地を取得した場合、その取得原価には、原則として当該資産の引取費

用等の付随費用を含めることが必要ですが、事業会社同様、取得に係る支出のうち、どこまでを取得原価

とするかが論点となります。

以下、社会福祉法人の土地取得でよく見られる事例として法人税基本通達の規定を紹介します。
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取得価額
に算入し
ないこと
ができる 建物の建設等のために行った調査、測量、設計、基礎工事等でその建設計画を変更したことにより不要

となったものに係る費用の額

一旦締結した固定資産の取得に関する契約を解除して他の固定資産を取得することとした場合に支出す
る違約金の額

以下に掲げる租税公課の額

登録免許税その他登記又は登記のために要する費用

新増設に係る事業所税

特別土地保有税のうち土地の取得に対して課されるもの

不動産取得税又は自動車取得税

◆建物（基本財産）

基本財産に帰属する建物は、土地同様、社会福祉法人の事業の基礎となる資産です。当該勘定科目には

建物のみではなく、建物付属設備も含まれることに留意が必要です。

基本財産の建物に係る会計処理は、施設の創設や増築等、それほど頻繁に使用することはないと思われ

ますが、仕訳起票する場合には、単に建物本体工事のみを計上するのみならず、工事の明細書から固定資

産計上単位を把握し、共通経費や全体値引き分を按分、集計し適切な勘定科目や耐用年数で会計処理・資

産登録する必要があることに留意が必要です。

具体的には、建物本体工事以外に、電気設備工事、給排水工事、昇降機設備等があり、これらは耐用年

数が異なるため、異なる単位ごとに耐用年数等を把握し管理する必要があります。

◆その他の基本財産

社会福祉法人の基本財産を構成する主なものとして、他に定期預金、有価証券等があります。いずれも

基本財産に帰属する資産として、定款等に定められた基本財産として保有する定期預金、有価証券をいい

ます。 （総合福祉研究会）

少子化対策の強化を目指す子ども・子育て支援法等改正案が４月１９日、衆議院本会議で与党の賛成

多数で可決された。児童手当の大幅な拡充など子育て家庭への支援を強化する一方で、財源として新た

に公的医療保険に上乗せして徴収する支援金制度をつくる。法案は参議院で審議され、今国会で成立す

る見通し。

改正案は、児童手当の所得制限を撤廃し、期間も中学から高校生年代まで拡大する。また、妊娠期の

負担軽減に向け、給付と相談をセットにした総合的な支援も実施。親が就労要件を満たさなくても保育

所に預けることができる「こども誰でも通園制度」を創設する。

こうした施策について政府は３兆６０００億円の予算が必要と見込んでいる。このうち２兆１０００

億円は、医療保険を通じて企業や国民が拠出する支援金制度と、歳出改革を行うことで賄う。

これまでの議論で政府は２０２６年度の負担額について、こどもも含め１人当たり月４５０円などとす

る試算を公表している。討論で与党は支援金制度について、すべての世代と企業がこどもや子育て世帯

を支える仕組みだと評価。一方、野党は「歳出改革などで実質負担がないというのは詭弁」などと主張

した。

◆付帯決議も

法案には付帯決議が１９項目ついた。支援金制度については、拠出が歳出改革などによる社会保険負

担軽減効果の範囲内に収めるよう明記している。また、全世代型の社会保障制度改革の際、介護サービ

スで必要な保障が欠けないよう丁寧な検討も求めた。少子化対策の施行状況については、効果検証と見

直しを行うことも盛り込んだ。さらに、新設の妊婦等包括相談支援事業では、伴走者が一貫してサポー

トする仕組みについて検証することも要望した。

誰でも通園制度では、医療的ケア児や障害があるこどもでも使いやすいように取り組むことを求めて

いる。

支援金制度創設へ

～子ども・子育て支援法等改正案が衆院で可決～子ども

（福祉新聞）
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